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令和８年度 

【第２号】

菊沢地区推計人口 
（令和８年５月１日） 

男　６,６４９人 
女　６,６８２人 

合計　１３,３３１人 
世帯数　５,２３１

 

 

 

 

 

 

 

　新年度の各種団体正副長が決まりましたので

お知らせします。今年度も引続き、地域の皆様の

ご協力をよろしくお願いします。　　　　　　　　

 団体名 役職名 氏　名

 

交 通 安 全 協 会 

菊　沢　支　部

支 部 長 大 貫 光 男

 
副 支 部 長

上 野 　 昇

 福 田 真 治

 女 性 部 長 小 林 登 美 子

 女 性 部 

副 部 長

湯 澤 由 佳

 稲 葉 伊 砂 子

 

菊 沢 地 区 

青 少 年 育 成 

市 民 会 議

会 長 伊 東 真 由 美

 

副 会 長

阿 部 好 朗

 豊 田 隆 行

 森 戸 勝 祥

 

スポーツ協会 

菊　沢　支　部

支 部 長 上 野 　 浩

 
副 支 部 長

鈴 木 明 美

 梅 澤 哲 夫

 
菊 沢 防 犯 協 会

会 長 阿 部 好 朗

 副 会 長 守 友 弘 之

 シルバードライバー

クラブ菊沢支部

支 部 長 長 谷 川 治 良

 副 支 部 長 鈴 木 　 守

 菊沢地区女性防火 

クラブ連絡協議会

会 長 酒 井 俊 子

 副 会 長 田 島 由 美 子

 消　防　団 

第　二　分　団

分 団 長 小 峯 弘 滝

 副 分 団 長 大 塚 菊 雄

 
菊 沢 地 区 

民生委員・児童委員 

協 議 会

会 長 紺 野 勝 寛

 
副 会 長

田 島 保 夫

 中 村 邦 雄

 

（令和８年６月３０日納期限）

市県民税 ・・・ １期・全期

　好評につき、配達日限定で袋堆肥の配達販売を

実施します。袋堆肥（４０Ｌ）を３袋以上ご注文の

方に限り、ご自宅まで配達いたします。 
【配達料：無料】【一世帯２０袋まで】 
料　金　１袋：５２５円 
配達日　令和８年６月２２日（月） 
　　　　　（菊沢地区限定） 
受付締切　令和８年６月１８日（木） 
申込み　鹿沼市堆肥化センターへ 

☎（７７）３７１１

４月２２日（水）菊沢フルーツロード実行委員会

（渡辺敬一委員長）主催の花見会が開催され、会員

や地域住民ら 23 名が参加しました。 

例年恒例となっているこの催しでは、今年も見ご

ろを迎えた梨の花を鑑賞。参加者は満開の花を眺め

ながら食事を囲み、和 

やかに会話を楽しみま 

した。 

地域の親睦を深めると 

ともに、春の訪れを感 

じるひとときとなりま 

した。 

５月１０日（日）に行われた、第４６回鹿沼さつ

きマラソン大会で、玉田町・見野の自治会・子ども

会育成会・スポーツ協会の皆さんのご協 
力により、今年も給水所が開設されました。 

五月晴れの中、ランナーたちのオアシスと 
して、大会を盛り上げました。 
係員の皆さん、お疲れ様でした！ 

（敬称略）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

６月１日から窓口受付時間が変更になる事にともな
い、貸館の受付時間が下記のとおり変わります。 

【電話予約】 ９：００～１６：３０ 

【窓口予約】 ９：００～１６：３０ 

【貸館利用】 ９：００～２１：００　 
（今までと同じ） 

ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

　限られた人材で質の高いサービス提供を維持・向上しつつ、業務効率を高めるとともに、職員の労務環境の改善と 
働き方改革の推進のため、窓口受付時間の短縮を試行的に実施します。皆さまのご理解とご協力をお願いします。　　 

詳しくは市ホームページをご覧ください。 

【開 始 日】　令和８年６月１日～ 

【受付時間】　 午前９時～午後４時３０分 

（出入り口の開閉時間も同じです） 

【対象施設】　市役所本庁舎 および 

各コミュニティセンター 

※市役所窓口に来なくても申請や手続きが可能な、コンビニ交付やオンライン申請などが便利です。ぜひご利用ください。 

行政経営課行政経営係 ☎（６３）２２１１・人事課人事係 ☎（６３）２１３７ 

 

・電話対応は従来どおり８時３０分～午後５時１５分まで 
・月曜日は市民課、保険年金課、納税課、税務課、子育て支

援課、健康課で延長窓口を 午後７時 まで開設します 
（取り扱い内容は各課にお問い合わせください） 

・市民課は第２・４日曜日の午前８時３０分から正午まで日

曜窓口を開設します

  

「たいせつな 水道守ろう 未来へと」 
日々の生活の中で、私たちはあらゆる場面で 

水を利用しています。安全で安心して利用で 
きる水道水は、浄水処理され網の目のよう 
な配水管を通ってみなさんの元へ届きます。 
鹿沼の水を大切に使いましょう。 
◆家庭でできる簡単な節水方法

 使用目的 節水方法 使用量（目安）

 
歯みがき コップを使う

30 秒間流しっぱなしの場合

約 6ℓ（コップなら 0.6ℓ）

 
シャワー こまめに止める

３分間流しっぱなしの

場合約３６ℓ

 
風呂

残り湯を洗濯や 
水やり等に再利用

一般家庭での残り湯は

約２００ℓ

 
水洗トイレ

「大」「小」レバー

を使い分ける

小レバーは大レバー 
より約２ℓ少ない

企業経営課水道経営係 ☎（６５）３１４２

　物価、電気料金等の高騰にともない 
逼迫する市民の家計の支援、熱中症対策、 
二酸化炭素排出量削減を目的として、省エ 
ネ性能に優れたエアコン（省エネ性能★２ 
以上）の購入経費を補助します。 
（予算がなくなり次第終了） 
と　き　令和８年４月１日から８年１０月３１日まで 
対　象　上記期間に購入及び設置したもの 

鹿沼市に住所を有し、市税等の滞納がないこと 
申込み　環境クリーンセンター２階 

環境政策課　脱炭素推進係　☎（６４）３１９４ 

　鹿沼市消費生活センターでは、さまざまな消費者ト

ラブルの相談を専門の相談員が電話・来所でお受け

し、解決のお手伝いをしています。 
（相談無料・秘密厳守） 

相談できるのは、消費生活に 
関する商品やサービスの契約トラ 
ブル、製品の事故や製品不良に 
関することなどです。 

また、多重債務に関するご相談もお受 
けしています。少しでも「おかしいな」 
「不安だな」と思ったときは、消費生活 
センターにご相談ください。 

受付日　月・火・水・金曜日の午前９時～午後４時 
　　　　（木・土・日・祝日・年末年始は休所日） 
ところ　鹿沼市役所 ２階　８番窓口 
対　象　市内に在住する個人の消費者の方 
　　　　原則としてご本人からご相談ください。 

生活課消費生活センター ☎（６３）３３１３

市ホームページ


